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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パラフィンを含むマスキング剤を前記パラフィンの融点以上に加熱してマスキング液を
作製する工程と、
　前記マスキング液を基板上にパターニングしてマスクパターンを形成する工程と、
　前記マスクパターンを有する基板を表面処理する工程と、
　前記マスクパターンを構成するマスキング剤を、前記パラフィンの融点未満の温度の冷
媒によって除去して表面処理基材を得る工程と、
を含む表面処理基材の製造方法。
【請求項２】
　パラフィンを含むマスキング剤を前記パラフィンの融点以上に加熱してマスキング液を
作製する工程と、
　前記マスキング液を基板上にパターニングしてマスクパターンを形成する工程と、
　前記マスクパターンを有する基板をめっき処理して前記マスクパターンの非形成部に金
属層を形成する工程と、
　前記マスクパターンを構成するマスキング剤を、前記パラフィンの融点未満の温度の冷
媒によって除去する工程と、
を含む、請求項１に記載の表面処理基材の製造方法。
【請求項３】
　金属層が表面に形成されてなる基板を準備する工程と、
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　パラフィンを含むマスキング剤を前記パラフィンの融点以上に加熱してマスキング液を
作製する工程と、
　前記金属層上に前記マスキング液をパターニングしてマスクパターンを形成する工程と
、
　前記マスクパターンを有する基板をエッチングする工程と、
　前記マスクパターンを構成するマスキング剤を、前記パラフィンの融点未満の温度の冷
媒によって除去する工程と、
を含む、請求項１に記載の表面処理基材の製造方法。
【請求項４】
　前記冷媒によって除去したマスキング剤を回収する工程をさらに含む、請求項１～３の
いずれか１項に記載の製造方法。
【請求項５】
　前記回収する工程は、前記除去したマスキング剤を前記マスキング剤よりも比重が大き
い中性の液体中に浮遊させて回収することを含む、請求項４に記載の製造方法。
【請求項６】
　前記冷媒は中性の液体および／または冷風である、請求項１～５のいずれか１項に記載
の製造方法。
【請求項７】
　前記冷媒は水である、請求項６に記載の製造方法。
【請求項８】
　前記冷媒は純水である、請求項７に記載の製造方法。
【請求項９】
　前記マスクパターンを形成する工程は、４０～５０℃に加熱または保温されている基板
上に、前記マスキング液を、塗布する工程を含む、請求項１～８のいずれか１項に記載の
製造方法。
【請求項１０】
　前記マスクパターンを形成する工程は、前記マスキング液を基板上に塗布する工程と、
前記マスキング液が塗布された基板を７０～１１０℃に加熱する工程を含む、請求項１～
９のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項１１】
　前記マスキング剤を除去する工程において、前記マスクパターンを冷却した後に前記パ
ラフィンの融点未満の温度の冷媒によって前記マスキング剤を除去する、請求項１～１０
のいずれかに記載の製造方法。
【請求項１２】
　前記マスキング液のパターニングをインクジェット方式により行う、請求項１～１１の
いずれか１項に記載の製造方法。
【請求項１３】
　前記マスキング剤は着色剤をさらに含む、請求項１～１２のいずれか１項に記載の製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、めっき、エッチング、電解研磨、陽極酸化等の表面処理をする際にその表面
処理をされずに保護されるべき部分を被覆（マスク）するのに使用されるマスキング剤、
および該マスキング剤を用いたパターン形成法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　めっき、エッチング等の表面処理においては、所望のパターンを形成するためにマスキ
ング剤が使用される。
【０００３】
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　例えば、めっき処理は、通常、めっきを施す部分を除いた基板の表面部分をマスキング
テープで覆い、その後めっきを施す方法により行われる。具体的なマスキングテープとし
ては、加工性、耐薬品性などの観点からＰＰ（ポリプロピレン）、ＰＥ（ポリエチレン）
などのポリオレフィン系樹脂やＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）等の基材の一方の
面に粘着剤層が形成されてなるものが一般的に用いられている。
【０００４】
　かようなマスキングテープには、処理中にマスキングテープの浮きや剥がれがなくメッ
キ液等が侵入しないこと、メッキラインの鮮明性が優れていること、使用後に貼付面に糊
残りを生じることがなく容易に剥離し得ること、粘着剤がメッキ液を汚染しないこと等が
要求される。かような観点から、マスキングテープの粘着剤としては、イソシアネート化
合物やメチロール化合物で架橋三次元化して凝集力を高めた粘着剤や、天然ゴム、または
変性天然ゴムに、適量の粘着付与剤等を配合した粘着剤が使用されている。
【０００５】
　一方、近年の環境意識の高まりからテープ廃材をリサイクル（再生）することが進めら
れており、例えば、特許文献１には、ブロック共重合体および軟化点が７０～１４０℃で
ある粘着性付与樹脂および常温で液状の粘着性付与樹脂を含有する粘着剤を用いることに
より、メッキマスキング性やめっき後の剥離性に優れ、しかも使用後の廃材処理が容易で
リサイクル適性にも優れるメッキ用マスキングテープが開示されている。
【０００６】
　また、エッチング処理によるパターン形成は、通常、（１）金属基板に感光性樹脂組成
物を塗布し、パターン露光することにより金属基板上のフィルムレジストにパターンを焼
き付け；（２）炭酸ナトリウム水溶液などのアルカリ性水溶液により現像処理し、金属基
板上にレジストパターンを形成し；（３）このレジストパターンをマスクにして金属基板
をエッチングした後レジストパターンを水酸化ナトリウム水溶液などのアルカリ性水溶液
によって剥離・除去することにより行われる。この感光性樹脂組成物を基板上に塗布する
方法として、例えばプリント配線板の製造においては、支持フィルム、感光性樹脂組成物
層、および必要に応じて保護層、を順次積層した感光性樹脂積層体（ドライフィルムレジ
スト）が使用されることが多い。
【０００７】
　一方、近年のプリント配線板における配線間隔の微細化に伴い、狭ピッチのパターンを
歩留り良く製造するため、ドライフィルムレジストには高解像性と硬化レジスト膜の除去
が容易なものが求められている。これに対して、例えば、特許文献２には、アルカリ可溶
性高分子、光重合性化合物および光重合開始剤を含む感光性樹脂組成物が開示されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００３－１１９４４１号公報
【特許文献２】特開２０１１－０８１０３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１のようなマスキングテープを用いためっき法では、めっき後
に使用済みのマスキングテープが廃材として発生する。特許文献１に記載の方法ではリサ
イクル性が向上され、プラスチック材料（再生プラスチック）化が図られるものの、廃材
をマスキングテープとして再生することは困難である。
【００１０】
　この他、従来のようなマスキングテープを用いためっき処理では、マスキングテープの
密着性および剥離性の両立が必ずしも十分ではないため、メッキ仕上がりの精度が不十分
であるという問題もある。



(4) JP 5472950 B2 2014.4.16

10

20

30

40

50

【００１１】
　また、特許文献２のようなドライフィルムを用いたエッチング法においても、エッチン
グ処理後に使用済みのドライフィルムが廃材として発生し、環境への負荷が大きい。
【００１２】
　さらに、エッチング処理においては、エッチング後硬化レジスト膜の除去に用いるアル
カリ性水溶液が金属パターンの変色等の悪影響を及ぼすという問題もある。
【００１３】
　このように、めっきやエッチングなどの表面処理の精度を維持しつつ、環境負荷の小さ
い表面処理は従来知られていなかった。
【００１４】
　そこで本発明は、表面処理後に、形成パターンに悪影響を与えることなく、マスキング
剤を容易に除去できる手段を提供することを目的とする。また、本発明の他の目的は除去
したマスキング剤を回収・再利用しうる手段を提供することである。また、本発明のさら
に他の目的は十分な解像度を有しかつ除去が容易であるマスクパターンを簡便に得る手段
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明者らは上記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた。その結果、表面処理のためのマ
スキング剤としてパラフィンを含むマスキング剤を使用することにより、上記課題が解決
されうることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１６】
　すなわち、本発明の一形態によれば、パラフィンを含むマスキング剤を前記パラフィン
の融点以上に加熱してマスキング液を作製する工程と、前記マスキング液を基板上にパタ
ーニングしてマスクパターンを形成する工程と、前記マスクパターンを有する基板を表面
処理する工程と、前記マスクパターンを構成するマスキング剤を、前記パラフィンの融点
未満の温度の冷媒によって除去して表面処理基材を得る工程と、を含む表面処理基材の製
造方法が提供される。
【００１７】
　また、本発明の他の一形態によれば、パラフィンを含むマスキング剤を前記パラフィン
の融点以上に加熱してマスキング液を作製する工程と、前記マスキング液を基板上にパタ
ーニングしてマスクパターンを形成する工程と、を含むマスクパターン形成方法が提供さ
れる。
【００１８】
　さらに、本発明のさらに他の一形態によれば、パラフィンを含むマスキング剤が提供さ
れる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、耐薬品性に優れるパラフィンを含むマスキング剤を表面処理後に冷媒
によって容易に除去することができるため、形成パターンへの悪影響を防止しうる。さら
に、使用後のマスキング剤を容易に回収し再利用することができるため、環境負荷の小さ
い表面処理が可能となる。さらに、当該パラフィンを含むマスキング剤で形成したマスク
パターンは十分な解像度を有し、除去も容易である。したがって、高精度かつ簡便な表面
処理が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態に係る表面処理基材の製造工程を示す概略図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る表面処理基材の製造方法を示す概略図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る表面処理基材の製造工程を示す概略図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る表面処理基材の製造方法を示す概略図である。
【図５】実施例１－１で得たマスクパターンの写真である。図５中、マスクパターン部（
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黒い部分）の外寸は幅３７ｍｍ×長さ９５ｍｍである。
【図６】実施例１－２で得たマスクパターンの光学顕微鏡写真であり、（Ａ）はエッジ部
のマスクパターンの光学顕微鏡写真であり、（Ｂ）はライン部のマスクパターンの光学顕
微鏡写真である。
【図７】実施例１－３で得たマスクパターンの光学顕微鏡写真である。
【図８】実施例１－４で得たマスクパターンの光学顕微鏡写真である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、添付した図面を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。図面の説明におい
て同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。なお、本発明は、以下の
実施形態のみには制限されない。図面の寸法比率は、説明の都合上誇張されており、実際
の比率とは異なる場合がある。
【００２２】
　本発明の一形態によれば、パラフィンを含むマスキング剤を前記パラフィンの融点以上
に加熱してマスキング液を作製する工程と、前記マスキング液を基板上にパターニングし
てマスクパターンを形成する工程と、前記マスクパターンを有する基板を表面処理する工
程と、前記マスクパターンを構成するマスキング剤を、前記パラフィンの融点未満の温度
の冷媒によって除去して表面処理基材を得る工程と、を含む表面処理基材の製造方法が提
供される。
【００２３】
　本明細書において「表面処理」とは基板の表面を物理的または化学的な方法で改質する
ことをいう。表面処理の方法は特に制限されないが、例えば、めっき、エッチング、めっ
き電鋳，表面粗化等の化学的改質方法；ポリッシング、スパッタリング等の物理的改質方
法が挙げられる。本形態では、上記表面処理のいずれであっても適用可能であるが、以下
では代表的な実施形態としてめっきおよびエッチングを行う場合について詳細に説明する
。
【００２４】
　〔第一実施形態〕
　本発明の一実施形態において、表面処理はめっき処理である。すなわち、本発明の一実
施形態によれば、パラフィンを含むマスキング剤を前記パラフィンの融点以上に加熱して
マスキング液を作製する工程（マスキング液の作製工程）と、前記マスキング液を基板上
にパターニングしてマスクパターンを形成する工程（マスキング液のパターニング工程）
と、前記マスクパターンを有する基板をめっき処理して前記マスクパターンの非形成部に
金属層を形成する工程（めっき処理工程）と、前記マスクパターンを構成するマスキング
剤を、前記パラフィンの融点未満の温度の冷媒によって除去する工程（マスキング剤の除
去工程）と、を含む表面処理基材の製造方法が提供される。
【００２５】
　本形態では、マスキング剤としてパラフィンを含むマスキング剤を用いる点を特徴とす
る。すなわち、本発明の一形態によれば、パラフィンを含むマスキング剤が提供される。
上述のように、従来のマスキングテープを用いためっき方法では、めっき使用後のマスキ
ングテープの廃材を再利用することは困難であり、また、産業廃棄物になってしまうため
環境的にも負担になった。また、テープ剥ぎ取りの後の表面洗浄において化学処理を行う
場合もあり、有機溶剤、酸アルカリ洗浄液の産業廃棄物が発生する。また、マスキングテ
ープの密着性および剥離性の両立が必ずしも十分ではないため、めっき時にめっき溶液が
マスキングテープの浮き・剥離部分に浸入してメッキ仕上がりの精度が不十分である問題
もあった。
【００２６】
　これに対して、本形態で用いるパラフィンを含むマスキング剤はめっき液等に対する耐
薬品性に優れ、かつ、マスキング剤を塗布した時に塗布部と基材とが密着する。このため
、めっき時にめっき溶液がマスクパターンと基板との間に浸入せず、メッキ仕上がりの精
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度を向上できる。また、本形態のマスキング剤はめっき後に冷媒を用いて容易に除去する
ことができる。さらにはめっき処理後の該マスキング剤を回収し、再利用することができ
る。したがって、形成パターンに悪影響を与えることなく、環境負荷の小さいめっき処理
が可能となる。
【００２７】
　まず、本形態の製造方法において用いられるマスキング剤について以下に説明する。
【００２８】
　（マスキング剤）
　本発明に係るマスキング剤はパラフィンと、必要に応じて着色剤および他の添加剤を含
んで構成される。
【００２９】
　本明細書において、パラフィンとは、炭素原子の数が２０以上のアルカン（一般式がＣ

ｎＨ２ｎ＋２の鎖式飽和炭化水素）をいう。パラフィンは化学的安定性が高く、腐食性の
高いエッチング液やめっき液等の表面処理剤への耐薬品性（耐アルカリ性・耐酸性）に優
れる。このため、パラフィンを含む組成物をエッチングやめっき処理等の表面処理の際の
マスキング剤として用いることができる。パラフィンを含むマスキング剤を用いた表面処
理は、後述のように、溶融状態のマスキング剤を塗布してマスクパターンを形成した後に
、エッチングやめっき処理等の表面処理を施し、その後融点未満に冷却することによりマ
スキング剤が除去される。また、パラフィンは人体への安全性も高いという利点も有し、
パラフィンを用いてマスキング剤を製造することで、マスキング剤の取り扱い性が向上す
る。
【００３０】
　本発明において使用可能なパラフィンは特に制限されず、炭素数２０～８０の鎖式飽和
炭化水素であることが好ましく、炭素数２０～４０の鎖式飽和炭化水素であることがより
好ましい。また、該パラフィンは直鎖状であっても、分岐状であってもよい。パラフィン
は、均一の物質から構成されていてもよいが、通常は炭素鎖が異なる２種類以上の鎖式飽
和炭化水素（パラフィン）の混合物である。
【００３１】
　前記パラフィンの数平均分子量Ｍｎは２２０～４８０であることが好ましく、２２０～
３００であることがより好ましく、２２０～２６０であることがさらに好ましい。これに
よりパラフィンの融点を所望の範囲とすることができ、基板との密着性および冷却時の剥
離性を向上させることができる。
【００３２】
　また、パラフィンの平均炭素数は２０～４０であることが好ましい。一般に、炭素数が
多いほどパラフィンの融点が上昇する。したがって、含有炭素数を変化させることにより
、パラフィンの融点を所望の範囲とすることができ、基板との密着性および冷却時の剥離
性を向上させることができる。
【００３３】
　パラフィンの融点はマスキング剤の用途により異なるが、常温（２５℃）で固体状であ
るパラフィンが好ましい。より好ましくは、パラフィンの融点が４０℃以上であり、さら
には５０℃以上である。さらに好ましくは６０℃以上であり、一層好ましくは６５℃以上
である。後述するマスキング剤の除去や表面処理（めっき処理、エッチング処理）はパラ
フィンの融点未満の温度で行う必要がある。したがって、かかる場合には、パラフィンを
含んで構成されるマスキング剤の除去や表面処理を容易に行うことができ、これらの処理
温度の選択幅が広いため好ましい。また、融点が低いほど、表面処理時のマスクパターン
の欠損や剥離が生じやすい。これらを防止する観点から、融点は、特に好ましくは７５℃
以上である。一方、融点の上限は特に制限されないが、融点が２００℃以下であれば該パ
ラフィンを含んで構成されるマスキング剤の塗布を温和な条件で行うことができるととも
に、多様な塗布装置および塗布方法を採用しうるため好ましい。一般にパラフィンの融点
が上がると温度低下時の収縮率が大きくなり、パラフィンが割れやすくなる。かかる観点
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から、融点はより好ましくは１５０℃以下である。さらに好ましくは、表面処理後のマス
キング剤の剥離性が良好である点から、融点が１００℃以下であり、特に好ましくは８５
℃以下である。
【００３４】
　パラフィンとしては、ＪＩＳ Ｋ ２２３５：２００９に規定される石油の減圧蒸留留出
油から分離精製して製造されるパラフィンワックス、または、石油鉱物由来の合成パラフ
ィン、合成ワックス等を使用できる。市販品としては、日本精蝋株式会社製「ＰＡＲＡＦ
ＦＩＮＷＡＸ」シリーズを好適な例に挙げることができる。
【００３５】
　マスキング剤は、上記パラフィンのみから構成されていてもよい。ただし、マスキング
剤は、パラフィンならびに必要に応じて着色剤および他の添加剤を含むマスキング組成物
であってもよい。
【００３６】
　マスキング剤は着色剤を含むことが好ましい。パラフィンは常温において半透明～白色
であるため、着色剤を添加することで、マスキング剤によって形成されるマスキングパタ
ーンの視認性が向上する。着色剤としては特に制限されず、従来公知の顔料および／また
は染料を使用できる。
【００３７】
　顔料としては例えば、Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｒｅｄ ３、５、１９、２２、３１、３８、４３
、４８：１、４８：２、４８：３、４８：４、４８：５、４９：１、５３：１、５７：１
、５７：２、５８：４、６３：１、８１、８１：１、８１：２、８１：３、８１：４、８
８、１０４、１０８、１１２、１２２、１２３、１４４、１４６、１４９、１６６、１６
８、１６９、１７０、１７７、１７８、１７９、１８４、１８５、２０８、２１６、２２
６、２５７、Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｖｉｏｌｅｔ ３、１９、２３、２９、３０、３７、５０、
８８、Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｏｒａｎｇｅ １３、１６、２０、３６などのマゼンタ顔料；Ｐｉ
ｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ １、１５、１５：１、１５：２、１５：３、１５：４、１５：６、
１６、１７－１、２２、２７、２８、２９、３６、６０などのシアン顔料、Ｐｉｇｍｅｎ
ｔ Ｇｒｅｅｎ ７、２６、３６、５０などの緑顔料；Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ １、
３、１２、１３、１４、１７、３４、３５、３７、５５、７４、８１、８３、９３、９４
、９５、９７、１０８、１０９、１１０、１３７、１３８、１３９、１５３、１５４、１
５５、１５７、１６６、１６７、１６８、１８０、１８５、１９３などの黄顔料；Ｐｉｇ
ｍｅｎｔ Ｂｌａｃｋ ７、２８、２６などの黒顔料；ＰｉｇｍｅｎｔＷｈｉｔｅ ６、１
８、２１などの白色顔料などを目的に応じて使用できる。
【００３８】
　染料としては、水に実質的に不溶な油溶性染料であることが好ましく、例えば、Ｃ．Ｉ
．ソルベント・ブラック ３，７，２７，２９及び３４；Ｃ．Ｉ．ソルベント・イエロー 
１４，１６，１９，２９，３０，５６，８２，９３及び１６２；Ｃ．Ｉ．ソルベント・レ
ッド １，３，８，１８，２４，２７，４３，４９，５１，７２，７３，１０９，１２２
，１３２及び２１８；Ｃ．Ｉ．ソルベント・バイオレット ３；Ｃ．Ｉ．ソルベント・ブ
ルー ２，１１，２５，３５，３８，６７及び７０；Ｃ．Ｉ．ソルベント・グリーン ３及
び７；並びにＣ．Ｉ．ソルベント・オレンジ ２；等が挙げられる。なお、本明細書にお
いて、油溶性染料とは、２５℃での水への溶解度（水１００ｇに溶解できる染料の質量）
が１ｇ以下であるものをいい、好ましくは０．５ｇ以下、より好ましくは０．１ｇ以下で
あるものが好ましい。
【００３９】
　これらの顔料および／または染料は１種単独で用いてもよく、また、２種類以上を混合
して用いてもよい。
【００４０】
　マスキング剤中において固体のまま存在する顔料などの着色剤を使用する際には、着色
剤粒子の平均粒径を、好ましくは１～２０μｍ、より好ましくは１～１０μｍ、より好ま
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しくは１～５μｍ、さらに好ましくは１～２μｍとすることが好ましい。かかる範囲であ
れば、マスキング剤をインクジェット方式により塗布する場合にヘッドノズルの詰まりを
抑制し、インクの保存安定性を維持することができるので好ましい。
【００４１】
　マスキング剤は必要に応じて、着色剤の分散性を向上させるための分散剤、マスキング
剤の表面張力を調節するための界面活性剤、粘度調整剤、接着性向上のための接着性付与
材、可撓性付与のための可塑剤、あるいは熱安定性を付与するための酸化防止剤等の添加
剤の添加剤を含んでもよい。
【００４２】
　マスキング剤としてのマスキング組成物におけるパラフィンの含有量は、耐薬品性を十
分に発揮させる面から、マスキング剤（マスキング組成物）の全重量に対して、８５重量
％以上１００重量％未満であることが好ましく、メッキ液との化学反応を防止する点から
９０重量％以上９９．９９重量％以下であることがより好ましく、メッキ液との化学反応
をより一層防止する点から９５重量％以上９９．９９重量％以下であることがさらに好ま
しい。
【００４３】
　マスキング組成物における着色剤の含有量は使用目的により適宜選択されるが、マスキ
ング剤の塗布性および着色性を考慮すれば、マスキング組成物全体の重量に対し、０．０
１～１０質量％であることが好ましく、０．０１～５質量％含有することがより好ましく
、０．０１～１質量％含有することがさらに好ましい。
【００４４】
　マスキング組成物におけるその他の添加剤の含有量は本発明の効果を損なわない範囲で
あれば特に制限されないが、通常、パラフィンおよび着色剤の合計重量（１００重量部）
に対して、０．１重量部以上１０重量部以下が好ましい。
【００４５】
　着色剤および／または添加剤を含むマスキング剤（マスキング組成物）の作製は、溶融
状態のパラフィンと、着色剤および／または添加剤とを、例えば、ボールミル、サンドミ
ル、アトライター、ロールミル、アジテータ、ヘンシェルミキサ、コロイドミル、超音波
ホモジナイザー、パールミル、湿式ジェットミル、ペイントシェーカー等の各分散装置を
用いて混合することにより行うことができる。
【００４６】
　マスキング剤は８０℃における粘度が５～３０ｍＰａ・ｓであることが好ましい。かか
る範囲であれば、インクジェット方式を含む多様な塗布装置および塗布方法を採用できる
。例えば、インクジェット方式により塗布する場合、吐出・着弾後のマスキング剤の粘性
は、対象物（リードフレーム等の材質・表面仕上げ）により変化する。一般には、吐出後
のインクダレを防ぐ面からは粘度が高い方が良いが、粘度が高すぎるとインクの伸びが悪
く、解像度を上げても、均一な塗布面が形成しにくい場合がある。かかる観点から、該粘
度は５～２０ｍＰａ・ｓであることが好ましく、８～２０ｍＰａ・ｓであることがより好
ましい。マスキング剤の粘度は、マスキング剤を構成するパラフィンの組成（鎖式飽和炭
化水素の種類および含有比率）を調整したり、粘度調整剤を添加したりすることにより所
望の範囲に調整することができる。
【００４７】
　本発明において、マスキング剤の粘度は、温度可変型の回転式粘度計（例えば東機産業
社製ＴＶＢ－３５等）で所定温度にした後、１００秒ごとに５回粘度を測定した値の平均
をいう。測定条件としては、ずり速度１０（１／ｓ）、上昇温度は５℃／５秒とする。
【００４８】
　以下、図１および図２を参照して上記マスキング剤を用いた製造方法を構成する各工程
について説明する。なお、上記マスキング液の作製工程およびマスキング液のパターニン
グ工程により、マスクパターンが形成される。したがって、本発明の他の一形態によれば
、パラフィンを含むマスキング剤を前記パラフィンの融点以上に加熱してマスキング液を
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作製する工程（マスキング液の作製工程）と、前記マスキング液を基板上にパターニング
してマスクパターンを形成する工程（マスキング液のパターニング工程）と、を含むマス
クパターン形成方法が提供される。
【００４９】
　（１）マスキング液の作製工程（図１の１０１）
　本形態では、まず、パラフィンを含むマスキング剤を前記パラフィンの融点以上に加熱
してマスキング液を作製する。具体的には、上記パラフィンのみからなるマスキング剤ま
たはパラフィンを含むマスキング組成物としてのマスキング剤を、パラフィンの融点（融
点）以上の温度に加熱することによりマスキング液を得る。なお、マスキング組成物を用
いる場合、パラフィンを加熱して溶融状態とした後、これに上記着色剤および／またはそ
の他の添加剤を添加して混合分散装置で混合したものをそのままマスキング液として用い
てもよい。マスキング剤の加熱手段は特に制限されず、従来公知の加熱装置を用いること
ができる。例えば、ホットメルトインク印刷装置に付属する加熱溶融機能を備えたインク
供給装置を用いてマスキング剤を加熱溶融することができる。加熱溶融の際には、必要に
応じて撹拌してもよい。
【００５０】
　加熱温度はパラフィンの融点以上であれば特に制限されない。ここで、マスキング剤が
複数の種類のパラフィンを含有する場合には、「パラフィンの融点」とは、マスキング剤
に含まれるパラフィンのうちで最も融点の低いものの融点をいう。好ましくは、表面張力
の点から融点＋２０℃以上の温度まで加熱することが好ましく、粘性の点から融点＋３０
℃以上の温度まで加熱することがより好ましい。一方、加熱温度の上限はパラフィンの沸
点未満であれば特に制限されないが、塗布装置（例えばインクジェットヘッド）の耐熱性
の面から１８０℃以下であることがより好ましい。
【００５１】
　（２）マスキング液のパターニング工程（図１の１０２）
　続いて、図２の（２）に示すように、前記マスキング液を基板２１上にパターニングし
てマスクパターン２２を形成する。具体的には、前工程で得られた溶融状態のマスキング
液を基板２１上に選択的に塗布し乾燥することによってマスクパターン２２を形成する。
【００５２】
　マスキング液の塗布手段は特に制限されず、インクジェット方式、グラビア印刷、グラ
ビアオフセット印刷、フレキソ印刷、スクリーン印刷などの一般的に使用される印刷技術
を用いることができるが、好ましくは印字対象物に対し非接触であるインクジェット方式
（より具体的にはピエゾ方式のインクジェット方式）のような電子機器からの直接の出力
により印刷が可能な方法が挙げられる。
【００５３】
　塗布時のマスキング液の温度は、塗布性を向上させる面から融点＋２０℃以上の温度で
あることが好ましく、融点＋３０℃以上の温度であることがより好ましい。一方、上限は
パラフィンの沸点未満であれば特に制限されないが、塗布装置（例えばインクジェットヘ
ッド）の耐熱性の面から１８０℃以下であることが好ましく、塗布装置の点から１４０℃
であることがより好ましい。また、これに加えてまたは代えて、マスキング剤の（融点＋
５０℃）以下であることがさらに好ましい。
【００５４】
　基材上にマスキング液を塗布（印刷）した後は、必要に応じて冷却を行って、乾燥させ
ることによって容易に基材上にパターン化されたマスキング剤の塗膜であるマスクパター
ンを形成させることができる。マスクパターンの乾燥温度は特に制限されないが、急激な
収縮によるマスキングパターンの剥離を抑制する観点から好ましくは２４℃～６０℃であ
り、塗布後のインク伸びを向上させる観点からは５０℃～６０℃である。一方、上限はマ
スキング剤を構成するパラフィンの融点未満であれば特に制限されないが、パラフィンの
伸びの点で好ましくは２４℃～５０℃であり、エッジの形成の点でより好ましくは２４℃
～３０℃である。
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【００５５】
　また、基板上にマスキング液を塗布し乾燥させた後に、マスキング液が塗布された基板
を加熱することも好ましい形態の一つである。すなわち、本発明の一実施形態において、
前記マスクパターンを形成する工程は、前記マスキング液を基板上に塗布する工程と、前
記マスキング液が塗布された基板を加熱する工程を含む。かかる構成により、塗布された
マスキング液（マスキング剤）のインクの流動性が増してドット形のインクがインク間の
空隙（隙間・溝）に流れ込み、当該空隙（隙間・溝）を低減・縮小、さらには消失させる
ことが可能となり、これによりマスクパターンの解像度が向上しうる。特に、エッジ部の
マスクパターンを滑らかなものとすることができるため、滑らかなエッジを形成すること
ができる。特に、ピンコネクタへ形成されたマスクパターンではシャープなエッジを形成
することができ、端子形状の欠損の防止、直線性の向上、滑らかな曲線の形成が可能とな
る。これに加えて、マスキング液（マスキング剤）と基板との密着性も向上しうる。一般
に、パラフィンワックスのようなホットメルトインクを塗布する際には、着弾されたイン
ク間の空隙（隙間）を低減、縮小または消失させる（塗布密度を向上させる）ために数回
に分けてインクを厚く着弾（塗布）させる方法が好ましい。しかし、本形態によれば、上
記のようにマスキング剤（マスキング液）を塗布した基板を加熱するという非常に簡便な
方法によって、かかる多層塗布を行わなくてもインク間の空隙（隙間）を低減または防止
することができるため、マスキング液の使用量を有意に低減でき、かつ、塗布処理の時間
を飛躍的に短縮することができる。
【００５６】
　前記マスキング液が塗布された基板の加熱温度（基板の表面温度）は７０～１１０℃で
あることが好ましい。１１０℃以下であれば塗布されたマスキング液（マスキング剤）の
流動性が高くなりすぎてマスクパターンの形状が崩れてパターン精度が低下することを防
止できる。７０℃以上であれば、マスキング液（マスキング剤）が局所的に広がってイン
ク間の空隙（隙間）を低減・縮小するのに十分な流動性を付与できる。前記マスキング液
が塗布された基板の加熱温度（基板の表面温度）はより好ましくは７５～１０５℃であり
、さらに好ましくは７８～１０３℃である。特に好ましくは、マスキング剤を構成するパ
ラフィンの融点以上パラフィンの融点＋５℃以下の温度に基板を加熱する。上記基板の加
熱時間は、加熱温度にもよるが、塗布密度向上の効果を十分に得るうえで１０秒以上が好
ましい。また、当該加熱時間の上限は、特に制限されないが、目標設計形状と値の制御の
点から１５秒以下であることが好ましい。
【００５７】
　上記マスキング液が塗布された基板を加熱する手段としては特に制限されないが、例え
ば赤外線ヒーターやハロゲンヒータ等の熱源を用いて基板を局所的に加熱または保温する
方法が挙げられる。
【００５８】
　マスクパターンの厚さは特に制限されないが、０．１μｍ～１００μｍであるのが好ま
しく、１μｍ～５０μｍであるのがより好ましい。マスクパターンの厚さが前記下限値以
上であればピンホールの発生を抑制できる。このため、後述するめっき処理工程において
、マスクとしての機能を十分に果たすことができる。一方、マスクパターンの厚さが前記
上限値以下であれば、内部応力の増大によるマスクパターンと基板との密着性の低下やク
ラックの発生を抑制することができる。なお、例えばマスキング剤をインクジェット方式
により塗布する場合には、着弾されたインク間の空隙（隙間）を低減または防止する（塗
布密度を向上させる）ために、数回に分けてインクを厚く（多層に）着弾（塗布）させる
ことが好ましく、かかる観点から、マスクパターンの厚さは１０μｍ～１００μｍである
のが好ましく、１０μｍ～５０μｍであるのがより好ましい。ただし、前述したように基
板上にマスキング液を塗布し乾燥させた後にマスキング液が塗布された基板を加熱する場
合、または、後述するようにマスキング液を加熱または保温されている基板上に塗布する
場合、または、その両方を行う場合には、着弾されたインク間の空隙（隙間）を有意に低
減または防止する（塗布密度を向上させる）ことができる。したがって、かかる場合には
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マスクパターンがより薄い厚さであっても着弾されたマスキング剤の隙間にめっき処理が
施されるという不具合を防ぐことができ、０．１μｍ以上の厚さであれば十分であり、よ
り好ましくはインク量の低減および塗布時間の削減との観点から１μｍ～２０μｍの厚さ
である。
【００５９】
　また、マスクパターンの幅は特に制限されず、形成するパターンに応じて設定される。
パターン形成の幅は、インクジェットヘッドを多連することにより、任意の幅まで形成で
きる。
【００６０】
　基板としては特に制限されないが、ガラスエポキシ材、ポリイミド系フィルム、ポリア
ミド系フィルム、ポリエステル系フィルム、ポリテトラフルオロエチレン系フィルム、ポ
リフェニレンサルファイド系フィルム、ポリエチレンナフタレート系フィルム、液晶ポリ
マー系フィルムなどの樹脂フィルム、ＢＴレジン、シリコンウエハ、ガラス、液晶フィル
ム、アラミド、セラミック、銅、銀、錫、ニッケル、金などからなる金属板等が挙げられ
る。また、これらの基板に銅、銀、錫、ニッケル、金などの導電層が形成されてなるもの
、例えば、ポリイミドフィルムなどの樹脂フィルム表面に金属薄膜を形成した金属薄膜付
樹脂フィルムなど、を基板として用いることもできる。該導電層は金属配線として機能す
ることができ、基板の全面に設けられていても、パターン状に形成されてもよい。導電層
の厚さは特に制限されない。すなわち、本形態では、配線基板や電子部品を基板として用
いることができ、該配線基板または電子部品上にめっきによる金属パターン（金属層）を
形成することができる。なお、本明細書おいて「配線基板」とは、マザーボードに代表さ
れるプリント配線板、中央演算回路（ＣＰＵ）、チップセット、セラミック基板、タッチ
パネル基板等に代表されるパッケージ基板等を示す。また、「電子部品」とは、半導体チ
ップ、コネクタ類、ソケット類等を示す。さらに、配線基板に電子部品が備わっているも
のも、配線基板または電子部品に含むものとする。
【００６１】
　基板の形状は特に制限されず、シート状、プレート状、ロール状、フープ状でありうる
。ロール状の場合は、シート状、プレート状のものを回転体（ロール）に取り付けたもの
であってもよい。フープ状の場合は、フープの内側の２箇所から数箇所にロールを設置し
、そのロールにフープ状の導電性基材を通すような形態等が考えられる。ロール状、フー
プ状ともに表面処理基材を連続的に生産することが可能であるため、シート状、プレート
状に比較すると、生産効率が高く、好ましい。
【００６２】
　基板の厚さは特に制限されないが、５μｍ～３ｍｍの範囲であることが好ましい。また
、導電層を有する場合、その厚さは通常５μｍ～２０μｍの範囲であることが好ましい。
【００６３】
　マスキング塗布時の基板の温度は特に制限されず、周囲の環境温度であればよいが、好
ましくは１８～６０℃の範囲である。なお、マスキング塗布時の基板の温度とは、マスキ
ング液を塗布する基板の表面（塗布面）の温度をいう。マスキング塗布時に基板を上記範
囲に管理することによりマスクパターンの精度を向上させることができる。特にインクジ
ェット方式を用いる場合には、着弾するマスキング液の表面張力を制限でき、パターニン
グの精度を向上させることができる。より好ましくは、急激な収縮によるマスキング液（
マスキング剤）の剥離を抑制する観点から好ましくは２４℃～６０℃である。
【００６４】
　他の好ましい一実施形態において、マスキング塗布時の基板が加熱または保温されてい
る。すなわち、本発明の好ましい一実施形態において、前記マスクパターンを形成する工
程は、加熱または保温されている基板上に、前記マスキング液を、塗布する工程を含む。
かかる構成により、塗布されたマスキング液（マスキング剤）のインク伸びが向上し、着
弾されたインク間の空隙（隙間）を低減・縮小、さらには防止することが可能となり、マ
スクパターンの解像度が向上しうる。特に、エッジ部のマスクパターンを滑らかなものと
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することができるため、滑らかなエッジを形成することができる。これに加えて、マスキ
ング液（マスキング剤）と基板との密着性も向上しうる。一般に、ホットメルトインクを
塗布する際には、着弾されたインク間の空隙（隙間）を低減または防止する（塗布密度を
向上させる）ために数回に分けてインクを厚く（多層に）着弾（塗布）させる方法が好ま
しい。しかし、本形態によれば、上記のようにマスキング剤を着弾させる基板を加熱また
は保温させるという非常に簡便な方法によって、かかる多層塗布を行わなくてもインク間
の空隙（隙間）を低減または防止することができるため、マスキング液の使用量を有意に
低減でき、かつ、塗布処理の時間を飛躍的に短縮することができる。
【００６５】
　前記加熱または保温されている基板の温度は４０～５０℃が好ましい。５０℃以下であ
れば塗布されたマスキング液（マスキング剤）の流動性が高くなりすぎてマスクパターン
の形状が崩れてパターン精度が低下することを防止できる。４０℃以上であれば、マスキ
ング液（マスキング剤）のインク伸びが向上しインク間の空隙（隙間）を低減・縮小でき
る。
【００６６】
　なお、本発明において「加熱」とは、積極的に熱を与えることを指す。したがって、加
熱した状態には、初期状態において基板に熱を与えて一定温度まで昇温し、その後は熱を
与えない場合や、初期状態だけでなく恒常的に基板に熱を与える場合等が含まれる。一方
、「保温」とは、熱は与えないで熱を逃しにくくすること、すなわち温度を下がりにくく
することを指す。
【００６７】
　マスキング塗布時の基板を加熱または保温する手段としては特に制限されないが、例え
ば赤外線ヒーターやハロゲンヒータ等の熱源を用いて基板を局所的に加熱または保温する
方法や、一定温度に保たれた恒温槽内に基板を配置させ、熱的平衡に達した基板（すなわ
ち加熱または保温された基板）を用いる方法が挙げられる。
【００６８】
　（３）めっき処理工程（図１の１０３）
　次いで、図２の（３）に示すように、上記工程で得たマスクパターン２２を有する基板
２１をめっき液に浸漬して前記マスクパターンの非形成部に金属層２３を形成する。
【００６９】
　なお、基板２１と金属層２３との密着性の向上等を目的として、めっき液への浸漬処理
に先立ち、基板に対して前処理を施してもよい。前処理としては、例えば、ブラスト処理
、アルカリ洗浄、酸洗浄、水洗、有機溶剤洗浄、ボンバード処理等の清浄化処理、エッチ
ング処理、下地層の形成等が挙げられる。
【００７０】
　金属層の構成材料としては、例えば、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ、Ｃｒ、Ｚｎ、Ｓｎ、Ｓ
ｎ－Ｐｂ合金等が挙げられる。
【００７１】
　めっき処理により形成される金属層の厚さは特に制限されないが、十分な導電性を示す
ためには０．５μｍ以上が好ましい。一方、上限は特に制限されない。
【００７２】
　めっき処理の方法は特に制限されず、例えば、電解めっき法、無電解めっき法等の処理
を行うことができる。
【００７３】
　通常、無電解めっき法は、（１）親水化工程、（２）触媒化工程、（３）無電解めっき
工程、の３工程からなる。親水化工程は、基板の種類に応じて、省略することができる。
【００７４】
　親水化工程（エッチング工程）では、基板をクロム酸、無水クロム酸－硫酸混合液、過
マンガン酸などの酸化剤；塩酸、硫酸、フッ酸、硝酸などの強酸、水酸化ナトリウム、水
酸化カリウムなどの強アルカリ溶液等を用いて基板の表面に微小な凹凸を形成させ、その
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凹凸のアンカー効果によって、後述する無電解めっき後の基板と金属層の密着性の向上を
図る目的で行なわれる。
【００７５】
　触媒化工程では、基板の表面に、次工程で行う無電解めっきの基点となる触媒層を形成
する。触媒層を形成する方法は特に限定されず、無電解めっき用として市販されている触
媒化試薬を用いて行なえばよい。例えば、塩化パラジウムと塩化第一スズとを含む溶液を
触媒化試薬とし、これに基板を浸漬することにより基板表面に触媒金属を吸着させ、その
後、硫酸や塩酸などの酸や水酸化ナトリウムなどのアルカリ溶液で前記パラジウムイオン
を還元することにより、基板表面にパラジウムを析出させる方法（キャタリスト－アクセ
レレーション法）や、基板を塩化第一スズと接触させることによりスズイオンを基板表面
に吸着させた後、塩化パラジウム溶液に浸漬させることにより、基板表面にパラジウムを
析出させる方法（センシタイジング－アクチベーション法）等が挙げられる。
【００７６】
　次いで、金属塩、還元剤、錯化剤などを含んだ無電解めっき浴に、上記で基板を浸漬さ
せ、無電解めっきを行なう。
【００７７】
　金属塩としては、例えば、金属層を構成する金属として上述した金属の塩が挙げられる
。例えば、ニッケル塩を用いる場合、塩化ニッケル、硫酸ニッケル、酢酸ニッケル等が挙
げられる。無電解めっき浴中における上記金属塩の濃度は、所望の厚みの金属層が形成さ
れるように、基板のサイズ（表面積）に応じて適宜設定すればよい。
【００７８】
　還元剤としては、次亜燐酸ナトリウム、ジメチルアミンボラン、水素化ホウ素ナトリウ
ム、水素化ホウ素カリウム、ヒドラジンなどが挙げられる。
【００７９】
　錯化剤としては、例えば、クエン酸、ヒドロキシ酢酸、酒石酸、リンゴ酸、乳酸、グル
コン酸、またはそれらのアルカリ金属塩やアンモニウム塩などのカルボン酸塩、グリシン
などのアミノ酸、エチレンジアミン、アルキルアミンなどのアミン酸、アンモニウム化合
物、ＥＤＴＡ、ピロリン酸（塩）などが挙げられる。上記錯化剤は、１種のみを用いても
よいし、２種以上を併用してもよい。
【００８０】
　無電解めっき法における無電解めっき浴のｐＨは、好ましくは４～１４である。
【００８１】
　無電解めっき法においては、基板を添加すると、速やかに反応が始まり、水素ガスの発
生を伴う。無電解めっき法における、無電解めっき工程の終了は、その水素ガスの発生が
完全に認められなくなった時点をもって判定することができる。反応終了後、反応系内か
らめっき物を取り出し、必要に応じて洗浄、乾燥を行なう。
【００８２】
　無電解めっき工程は、複数回繰り返してもよい。このようにすることで、基板上に複層
の金属層を被覆することができる。例えば、基板にニッケルめっきを施した後に、無電解
金めっきを施すことにより、基板上にニッケル層および金層が積層された形態が得られる
。
【００８３】
　一方、電解めっき法は、めっき液としての金属塩および必要に応じて光沢剤および界面
活性剤などを溶解させた水溶液または非水溶液中に、カソードの一部として被めっき物を
浸漬し、電極により通電を行い、該めっき液からの電気分解によりカソードの被めっき物
上に金属、例えば、ニッケル、クロム、銅などを析出させるものである。
【００８４】
　したがって、電解めっき法を用いる場合には被めっき物は導電性を有する必要があり、
例えば、上述したような基板上に導電層が形成されてなるものを被めっき部材として用い
ることができる。金属塩としては、金属層を構成する金属の塩であれば特に制限されず、
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めっき液中における上記金属塩の濃度は、所望の厚みの金属層が形成されるように、基板
のサイズ（表面積）に応じて適宜設定すればよい。
【００８５】
　めっき処理の温度は、めっき溶液の種類およびめっき方法（電解めっき、無電解めっき
）により異なる。通常、めっき溶液の温度は、無電解めっきの場合には４０～８０℃であ
り、電解めっきの場合には２０～７０℃であり、好ましくは５０～６５℃である。ただし
、一般的にアルカリ系、シアン系の溶液を用いる場合には電解めっき処理温度は５０℃以
上である。また、無電解めっき処理は５０℃以上で行うことが多い。本発明においては、
めっき処理時にマスキング剤の溶融が防止できる温度であれば特に制限されず、マスキン
グ剤を構成するパラフィンの融点未満とすればよい。好ましくは、パラフィンの融点－１
０℃以下でめっき処理を行うことが好ましい。特に好ましい態様としては、めっき処理の
温度（めっき溶液の温度）＋１０～＋５０℃、さらに好ましくはめっき処理の温度（めっ
き溶液の温度）＋１０～＋３０℃の融点のパラフィンを用いてマスキング剤を構成する。
すなわち、マスキング剤を構成するパラフィンの融点－１０～－５０℃の温度、さらに好
ましくはパラフィンの融点－１０～－３０℃の温度でめっき処理を行うことが特に好まし
い。
【００８６】
　めっき処理の時間はめっき処理の温度、めっき溶液の種類等によって適宜調整される。
一例を挙げると、めっき液の液温６５℃で、６０分間である。めっき溶液としては、例え
ば、シアン化銅めっき液、ピロ燐酸銅めっき液、硫酸銅めっき液、ニッケルめっき液、ス
ルファミン酸ニッケルめっき液、クロムめっき液、シアン化亜鉛めっき液、ノーシアン亜
鉛めっき液、アルカリ性錫めっき液、酸性錫めっき液、銀めっき液、シアン化金めっき液
、酸性金めっき液等の従来公知のめっき溶液を使用できる。
【００８７】
　（４）マスキング剤の除去工程（図１の１０４）
　次いで、上記工程で得られたマスクパターンを構成するマスキング剤を、前記パラフィ
ンの融点未満の温度の冷媒によって除去する。これにより、図２の（４）に示すように、
基板２１上にパターン状の金属層２３が形成された表面処理基材２４が形成される。パラ
フィンは冷却する際の収縮率が高いため、パラフィンを含むマスキングパターンをパラフ
ィンの融点未満の温度に冷却することで、基板から容易に剥離することができる。本形態
のマスキング剤（マスキングパターン）は、マスキング剤の塗布温度、めっき処理温度、
およびマスキング剤の除去温度を制御することにより、マスクパターンの優れた密着性お
よび剥離性を達成できる。したがって、従来のめっき処理において使用されるマスキング
テープに比べて密着性および剥離性に優れ、メッキ仕上がりの精度が向上しうる。
【００８８】
　冷媒としては、パラフィンの融点未満の液体または気体の媒体であればよい。液体とし
ては酸性、アルカリ性、中性のいずれであってもよいが、酸性およびアルカリ性である場
合には、めっき等の表面処理により形成された金属層（金属パターン）に変色等の悪影響
を及ぼすおそれがある。したがって、液体を用いる場合には中性であることが好ましい。
すなわち、冷媒は、冷風および／または中性の液体であることが好ましい。より好ましく
は中性の液体である。通常、めっき装置にはめっき後の基板を洗浄するための洗浄装置が
付属されており、中性の液体を用いる場合には既存の洗浄装置をマスキングの除去に用い
ることができる。したがって、マスキング剤の除去のための新たな装置・設備を設ける必
要がない。さらに、従来行っていた基板の洗浄と同時にマスキング剤の除去を行うことが
可能となり、製造工程面でも有利である。
【００８９】
　冷風としては、空気、窒素、二酸化炭素等の冷却気体が挙げられる。
【００９０】
　中性の液体としては、パラフィンを溶解させない中性の液体であれば特に限定されるこ
とはなく、使用するパラフィンにあわせて公知のものを適宜選択して使用することができ
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る。例えば、水；メチルエチルケトン、アセトン、ジエチルケトン、メチルイソブチルケ
トン、メチルイソプロピルケトン、シクロヘキサノン、３－ヘプタノンおよび４－ヘプタ
ノン等のケトン系溶媒；メタノール、エタノール、ｎ－プロパノール、イソプロパノール
、ｎ－ブタノール、ｉ－ブタノール、ｔ－ブタノール、３－メチル－１－ブタノール、１
－ペンタノール、２－ペンタノール、ｎ－ヘキサノール、シクロヘキサノール、１－ヘプ
タノール、１－オクタノール、２－オクタノール、２－メトキシエタノール、アリルアル
コール、フルフリルアルコールおよびフェノール等のアルコール系溶媒；食塩水（塩化ナ
トリウム水溶液）等が挙げられる。中でも好ましくは水である。水は、純水、水道水、地
下水、蒸留水、イオン交換水等から適宜選択することができ、これらのうち、不純物の混
入を防止し、また、後述するマスキング剤の回収工程において回収されるマスキング剤の
純度の低下を防止する観点から、純水が好ましく使用される。なお、これらは、単独また
は２種以上を混合して使用することができる。
【００９１】
　本明細書において、中性とは、ｐＨが５～９の範囲をいい、好ましくはｐＨが６～８の
範囲であり、より好ましくはｐＨが６～７の範囲である。かかる中性の液体を用いること
により、アルカリ性溶液などへの浸漬による金属層への悪影響を防止することができる。
【００９２】
　冷媒の温度としては、パラフィンの融点未満であり、パラフィンの収縮により剥離可能
な温度であれば特に制限されない。パラフィンの収縮率はパラフィンの融点に依存するた
め、マスキング剤に用いるパラフィンの融点に応じて適宜設定できる。具体的には、剥離
性を良好とするためには、（パラフィンの融点－６０）℃以下であることが好ましく、（
パラフィンの融点－７０）℃以下であることがより好ましく、（パラフィンの融点－８０
）℃以下であることがより好ましい。一例をあげると、冷媒の温度は、簡便性の点から２
５℃以下であることが好ましく、より好ましくは１０℃以下であり、さらに好ましくは５
℃以下であり、特に好ましくは剥離時間短縮の点から０℃以下である。冷媒の温度の下限
は特に制限されない。例えば、液体窒素を用いる場合には、－１９６℃とすることができ
る。
【００９３】
　上記冷媒による除去は常圧下でも加圧下でも減圧下でも行うことができ、特に限定され
ない。好ましくは、費用対効果の観点から、常圧またはその前後±５％、さらには±１％
（日常の気圧変化の範囲内）の圧力下で行うことが好ましい。
【００９４】
　冷媒を用いてマスクパターンを構成するマスキング剤を除去する方法は特に制限されな
いが、例えば、冷風を用いる場合には冷風をマスクパターンの表面に吹き付ける方法が挙
げられる。また、液体を用いる場合には、マスクパターンに冷媒を噴射またはシャワーす
る方法、液体中にマスクパターンを形成した基板を浸漬させる方法等が挙げられる。これ
らの方法を併用してもよいし、複数回繰り返してもよい。好ましくは、中性の液体中にマ
スクパターンを有する基板を浸漬させる方法である。また、冷風および中性の液体を併用
する場合には、冷風を吹き付けた後に中性の液体を噴射・シャワーまたは中性の液体中に
浸漬する方法が好ましい。
【００９５】
　冷風を吹き付ける場合、その吹付け速度は２００～８００ｍ／ｓの範囲が好ましく、吹
付け時間は冷風の温度や吹付け速度によっても異なるが５秒～１分間とすることが好まし
い。
【００９６】
　液体中に基板を浸漬させる場合、浸漬時間は、液体の温度によっても異なるが、通常、
３０秒～５０分間とすることが好ましく、５分～３０分間とすることがより好ましい。ま
た、浸漬中に必要に応じて、超音波振動等を加えてもよい。より、正確に剥離ができるの
は、純水・蒸留水である。
【００９７】
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　液体を噴射・シャワーする場合、噴射・シャワー時間は、液体の温度によって適宜設定
される。
【００９８】
　なお、マスキング剤の剥離性を一層向上させるために、本形態の方法は、冷媒によりマ
スキング剤を除去する工程において、前記マスクパターンを冷却した後に前記パラフィン
の融点未満の温度の冷媒によって前記マスキング剤を除去してもよい。マスクパターンの
冷却方法は特に制限されず、空冷、水冷等を行えばよい。
【００９９】
　（５）マスキング剤の回収工程（図１の１０５）
　次いで、必要に応じて冷媒によって除去したマスキング剤を回収する。めっき処理後に
除去されたマスキング剤はそのまま廃棄されてもよいが、環境負荷を低減する観点から、
除去したマスキング剤は回収され、好ましくは、回収したマスキング剤を再利用される。
【０１００】
　マスキング剤の回収方法は特に制限されないが、例えば、除去されたマスキング剤を液
体（回収液体）中に沈殿または浮遊させ、これを回収する方法が挙げられる。冷媒により
冷却されて除去されたマスキング剤は固体状の塊物の状態である。したがって、これらの
塊状のマスキング剤の固形物を沈殿または浮遊させることで容易に回収することができる
。
【０１０１】
　使用可能な液体（回収液体）としては、マスキング剤を溶解しないものであれば特に制
限されない。
【０１０２】
　好ましくは、当該回収する工程は、前記除去したマスキング剤を前記マスキング剤より
も比重が大きい中性の液体中に浮遊させて回収することを含む。かかる場合には、冷却し
て収縮することにより基板から剥離したマスキング剤が中性の液体中に浮遊するため、後
述するマスキング剤の回収を簡便に行うことができる。さらに好ましくは、回収液体とし
て水、特に好ましくは純水を用いる。かかる場合には、回収されるマスキング剤への不純
物の混入を防止でき、回収されたマスキング剤の純度の低下を防止できる。例えば、通常
、パラフィンの密度は２０℃において０．８５～０．８９ｇ／ｃｍ３程度であり、水より
も比重が小さい。したがって、水を回収液体として使用することで簡便かつ安価にマスキ
ング剤を回収することができる。加えて、使用後の水の廃棄も容易であり、環境保全上も
好ましい。
【０１０３】
　また、前記マスキング剤の除去を中性の液体を用いて行う場合に、マスキング剤の除去
用の中性液体（除去用液体）とマスキング剤の回収用の回収液体とは同一であっても異な
っていてもよい。好ましくは、コスト面および製造工程の簡便化の面から、除去用液体と
回収液体とは同一であることが好ましい。さらに好ましくは、前工程におけるマスキング
剤の除去を、中性の液体中にマスクパターンを有する基板を浸漬させることにより行い、
当該工程の後に、該中性の液体中に沈殿または浮遊する、マスクパターンを構成していた
マスキング剤を回収する。かかる場合には、同一の中性の液体によってマスクパターンの
除去およびマスキング剤の回収を行うことができる。特に好ましくは、除去用液体および
回収液体として、前記マスキング剤よりも比重が大きい中性の液体を用いる。好ましくは
、該中性の液体は水であり、特に好ましくは純水である。
【０１０４】
　回収液体の温度はパラフィンの融点未満であれば特に制限されない。好ましくは簡便性
の点から２５℃以下であり、より好ましくは１０℃以下であり、さらに好ましくは５℃以
下であり、特に好ましくは剥離時間短縮の点から０℃以下である。一方、回収液体の下限
は特に制限されない。
【０１０５】
　上記で回収されたマスキング剤は、そのままマスキング液の作製のために再利用するこ
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とができる。すなわち、回収されたマスキング剤をそのまま融点以上に加熱してマスキン
グ液を作製することができる。あるいは、必要に応じて、回収したマスキング剤中の不純
物、例えば、めっき処理等により生じた金属片や金属粒子、ゴミ・埃など、を除去して再
利用してもよい。したがって、本形態のマスキング剤を用いた表面処理基材の製造方法は
、簡便かつ低コストな方法で、マスキング剤を実質的に完全に再利用することができるた
め、従来のマスキングテープなどの廃材を顕著に低減または撤廃することができる画期的
な方法である。ただし、必要に応じて、回収されたマスキング剤を精製し、再利用しても
よい。
【０１０６】
　〔第二実施形態〕
　本発明の一実施形態において、表面処理はエッチング処理である。すなわち、本発明の
一実施形態によれば、金属層が表面に形成されてなる基板を準備する工程(基板の準備工
程）と、パラフィンを含むマスキング剤を前記パラフィンの融点以上に加熱してマスキン
グ液を作製する工程（マスキング液の作製工程）と、前記金属層上に前記マスキング液を
パターニングしてマスクパターンを形成する工程（マスキング液のパターニング工程）と
、前記マスクパターンを有する基板をエッチングする工程（エッチング工程）と、前記マ
スクパターンを構成するマスキング剤を、前記パラフィンの融点未満の温度の冷媒によっ
て除去する工程（マスキング剤の除去工程）と、を含む表面処理基材の製造方法が提供さ
れる。
【０１０７】
　上述したマスキング剤をエッチング処理のためのマスクパターンを形成するために使用
してもよい。従来のようなドライフィルムレジストを用いたエッチング処理では、エッチ
ング処理後に使用済みのドライフィルムの廃材を再利用することは困難であり、環境への
負荷が大きいという問題があった。さらに、エッチング処理においては、エッチング後硬
化レジスト膜の除去に用いるアルカリ性水溶液が金属パターンの変色等の悪影響を及ぼす
という問題もあった。
【０１０８】
　これに対して、めっき後に該マスキング剤を非アルカリ性である冷媒を用いて容易に除
去、さらには回収および再利用することができる。したがって、形成パターンに悪影響を
与えることなく、環境負荷の小さいエッチング処理が可能となる。
【０１０９】
　以下、図３および図４を参照して本実施形態に係る製造方法を構成する各工程について
説明する。
【０１１０】
　（１）基板の準備工程（図３の２０１）
　まず、図４の（１）に示すように、金属層４３が表面に形成されてなる基板４１を準備
する。
【０１１１】
　基板４１としては特に制限されず、上記めっき処理による表面処理基材の製造方法に係
る実施形態における基板２１として例示したものが同様に好ましく例示される。基板の厚
さは特に制限されないが、５μｍ～１０ｍｍの範囲であることが好ましい。
【０１１２】
　金属層４３の構成材料としては特に制限されないが、例えば、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ
、Ｃｒ、Ｚｎ、Ｓｎ、Ｓｎ－Ｐｂ合金等が挙げられる。金属層の厚さは特に制限されない
が、十分な導電性を示すためには０．５μｍ以上が好ましい。また、上限は特に制限され
ない。
【０１１３】
　金属層は、（真空）蒸着法、スパッタリング法、ＣＶＤ法、マグネトロンスパッタリン
グ法、めっき法、クラスターイオンビーム法、イオンプレーティング法等によって形成し
てもよい。いずれの方法を用いても良いが、生産効率が高いことから、工業的にはマグネ
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トロンスパッタ法が一般的に用いられる。または、予め金属層の形成された基板、例えば
金属化樹脂金属薄膜付樹脂フィルムなどの配線基板や電子部品を用いてもよい。
【０１１４】
　なお、金属層４３が表面に形成されてなる基板４１に代えて金属板から構成される基板
を用いて、金属板自体のエッチングを行ってもよい。金属板としては、基板２１の金属板
として例示したものを使用できる。
【０１１５】
　（２）マスキング液の作製工程（図３の２０２）
　続いて、マスキング液を作製する。マスキング液の作製方法は上記めっき処理による表
面処理基材の製造方法に係る実施形態における方法と同様であるため、具体的な説明を省
略する。
【０１１６】
　（３）マスキング液のパターニング工程（図３の２０３）
　次いで、図４の（２）に示すように、前記マスキング液を金属層４３上にパターニング
してマスクパターン４２を形成する。マスキング液の具体的なパターニング方法は、基板
２１に代えて金属層４３上にマスキング液をパターニングすることを除き上記めっき処理
による表面処理基材の製造方法に係る実施形態における方法と同様であるため、具体的な
説明を省略する。
【０１１７】
　なお、マスキング塗布時の基板を加熱または保温する場合には、マスキング液を塗布す
る塗布表面、すなわち、金属層４３の表面が上述した温度に加熱または保温されているこ
とが好ましい。また、基板上にマスキング液を塗布し乾燥させた後に、マスキング液が塗
布された基板を加熱する場合にも、マスキング剤が塗布された塗布表面、すなわち、金属
層４３の表面を上述した温度に加熱することが好ましい。
【０１１８】
　（４）エッチング工程（図３の２０４）
　続いて、図４の（３）に示すように、前記マスクパターン４２を有する基板４１をエッ
チングする。
【０１１９】
　エッチング方法としては特に制限されず、マスクパターンを有する基板をエッチング液
に浸漬する方法またはエッチング液でスプレーする方法等が挙げられる。エッチング液と
しては、エッチングする金属層の種類に応じて決定すればよく、種々の組成の酸エッチン
グ液、アルカリエッチング液、銅アンモニウム溶液、塩化第二鉄溶液、塩化第二銅溶液等
が挙げられる。
【０１２０】
　酸エッチング液としては、例えば、硫酸、塩酸、フッ酸、リン酸、硝酸、有機酸等を少
なくとも１種含む一般の酸水溶液を用いることができる。中でも、硫酸または塩酸を含む
酸水溶液が好ましく、特に好ましくは、硫酸および塩酸を併用することである。硫酸およ
び塩酸を併用する場合、硫酸のエッチング液全体に対する割合は、エッチング速度の点か
ら１～５０質量％の範囲が好ましく、より好ましくは、３～３０質量％の範囲であり、特
に好ましくは１２．５～２０質量％の範囲であり、塩酸のエッチング液全体に対する割合
は、エッチング速度の点から０．１～２０質量％の範囲が好ましく、より好ましくは０．
５～１５質量％の範囲であり、特に好ましくは７～１０質量％の範囲である。
【０１２１】
　アルカリエッチング液としては特に制限はないが。例えば、水酸化リチウム、水酸化カ
リウム、水酸化ナトリウム、アンモニア、水酸化テトラメチルアンモニウム、コリン等の
一般のアルカリ水溶液、またそれらの過酸化水素水との混合液を用いることができる。具
体的には水酸化ナトリウム水溶液やアンモニウム水溶液であって、その濃度は、４０質量
％以上、より好ましくは４５質量％以上のものが好ましい。さらに濃度を高めるためには
これらのアルカリ水溶液から水分を蒸発させればよい。
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【０１２２】
　前記エッチング液は、前記の各成分を水に溶解させることにより容易に調製することが
できる。前記水としては、イオン交換水、純水などのイオン性物質や不純物を除去した水
が好ましい。
【０１２３】
　エッチング液の温度は特に制限されないが、エッチング処理時にマスキング剤の溶融が
防止できる温度であれば特に制限されず、マスキング剤を構成するパラフィンの融点未満
とすればよい。好ましくは、パラフィンの融点－１０℃以下でエッチング処理を行うこと
が好ましい。一方、下限は特に制限されないが、好ましくは２５℃以上である。特に好ま
しくは、マスキング剤を構成するパラフィンの融点－１０～－５０℃の温度、さらに好ま
しくはパラフィンの融点－１０～－３０℃の温度でエッチング処理を行う。
【０１２４】
　エッチング液には、さらに他の成分を適宜配合してもよい。その他の成分としては、例
えば、金属層に対する濡れ性を向上させる界面活性剤、スプレー法でエッチングする際の
泡立ちを抑制する消泡剤、銅の変色を防止する防錆剤などが挙げられる。
【０１２５】
　エッチング処理の時間はエッチング液の種類やエッチング液の温度や噴射圧力等によっ
て適宜調整される。一例を挙げると、通常エッチング液の液温が５０℃で１０分間である
。
【０１２６】
　（５）マスキング剤の除去工程（図３の２０５）
　次いで、前記マスクパターン４２を構成するマスキング剤を、前記パラフィンの融点未
満の温度の冷媒によって除去する。これにより、基板４１上にパターン状の金属層４３が
形成された表面処理基材４４が形成される。マスキング剤の除去工程は上記めっき処理に
よる表面処理基材の製造方法に係る実施形態における方法と同様であるため、具体的な説
明を省略する。
【０１２７】
　（６）マスキング剤の回収工程（図３の２０６）
　次いで、必要に応じて冷媒によって除去したマスキング剤を回収する。回収されたマス
キング剤は上記めっき処理による表面処理基材の製造方法に係る実施形態と同様に、再利
用することができる。当該回収工程の具体的な方法は、上記めっき処理による表面処理基
材の製造方法に係る実施形態と同様であるため具体的な説明を省略する。
【０１２８】
　〔他の実施形態〕
　本発明においては、上述しためっき処理やエッチング処理などの表面処理を複数回繰り
返し、および／または、上述しためっき処理およびエッチング処理などの複数の表面処理
を組み合わせて、積層形態のパターンを形成することができる。
【０１２９】
　例えば、めっき処理工程後に、基板上に形成された金属層の表面に選択的にマスキング
液をパターニングして、再度めっき処理をし、マスキング剤の除去を行う方法；めっき処
理およびマスキング剤の除去工程後に、基板上に形成された金属層および／または基板の
表面に選択的にマスキング液をパターニングして、再度めっき処理をし、マスキング剤の
除去を行う方法；エッチング処理工程後に基板のマスキング剤の非形成部の表面に選択的
にマスキング液をパターニングして、再度エッチング処理を行い、マスキング剤の除去を
行う方法；エッチング処理およびマスキング剤の除去工程後に基板および／または金属層
の表面に選択的にマスキング液をパターニングして、再度エッチング処理を行い、マスキ
ング剤の除去を行う方法；めっき処理工程後に、必要に応じてマスキング剤の除去を行い
、基板上に形成された金属層の表面に選択的にマスキング液をパターニングして、エッチ
ング処理を行い、マスキング剤の除去を行う方法；エッチング処理工程後に、必要に応じ
てマスキング剤の除去を行い、基板および／または金属層の表面に選択的にマスキング液
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をパターニングして、めっき処理を行う方法などを行うことができる。
【実施例】
【０１３０】
　以下、実施例および比較例に従って本発明を説明するが、本発明はこれらに限定され解
釈されるものではない。
【０１３１】
　［実施例１－１：マスクパターンの形成］
　（１）マスキング剤の作製
　パラフィンワックス（融点：９５℃）を１００質量部、着色剤として顔料を５質量部を
混合し、マスキング剤を作製した。マスキング剤の粘度を回転式粘度計（例えば東機産業
社製ＴＶＢ－３５等）を用いて測定したところ、８０℃において１２ｍＰａ・ｓであった
。
【０１３２】
　（２）マスキング液の作製
　得られたマスキング剤を、インクジェット装置に付属の加熱溶融機能を備えるインク供
給器に投入し、１４０℃まで加熱して溶融させ、マスキング液を作製した。
【０１３３】
　（３）マスキング液のパターニング
　インクジェット装置（ＪＥインターナショナル株式会社製ｊｅｔｏｎ）のインクジェッ
トヘッドから溶融状態のマスキング液（１２０℃）を、ポリイミドフィルム上に厚さ０．
５ｍｍの銅層を有する基板上に、基板を２５℃に保持しながら滴下し、選択的に印刷した
。これにより基板上に３０μｍの厚さのマスク層（マスクパターン）を形成した。
【０１３４】
　［実施例１－２：マスクパターンの形成］
　（１）マスキング剤の作製
　実施例１－１のパラフィンワックスに代えて、パラフィンワックス（融点：８５℃）を
使用したこと以外は、実施例１－１と同様にマスキング剤を作製した。マスキング剤の粘
度を回転式粘度計（例えば東機産業社製ＴＶＢ－３５等）を用いて測定したところ、８０
℃において１３ｍＰａ・ｓであった。
【０１３５】
　（２）マスキング液の作製
　次いで、上記で得たマスキング剤を用いて、実施例１－１と同様に、マスキング液を作
製した。
【０１３６】
　（３）マスキング液のパターニング
　インクジェット装置（ＪＥインターナショナル株式会社製ｊｅｔｏｎ）のインクジェッ
トヘッドから溶融状態のマスキング液（１２０℃）を、ポリイミドフィルム上に厚さ０．
５ｍｍの銅層を有する基板上に、基板を２５℃に保持しながら滴下し、選択的に印刷した
。
【０１３７】
　次いで、パターンが印刷された基板をヒートブロックを用いて９０℃で１０秒間加熱し
、インクを溶解させ、ドット形のインク間の隙間を埋めた。これにより基板上に１５μｍ
の厚さのマスク層（マスクパターン）を形成した。
【０１３８】
　［実施例１－３：マスクパターンの形成］
　（１）マスキング剤の作製
　実施例１－２と同様にマスキング剤を作製した。
【０１３９】
　（２）マスキング液の作製
　次いで、上記で得たマスキング剤を用いて、実施例１－１と同様に、マスキング液を作
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製した。
【０１４０】
　（３）マスキング液のパターニング
　上記マスキング液を選択的に印刷した後に基板の加熱を行わなかったこと以外は実施例
１－２と同様にして基板上に１５μｍの厚さのマスク層（マスクパターン）を形成した。
【０１４１】
　［実施例１－４：マスクパターンの形成］
　（１）マスキング剤の作製
　実施例１－２と同様にマスキング剤を作製した。
【０１４２】
　（２）マスキング液の作製
　次いで、上記で得たマスキング剤を用いて、実施例１－１と同様に、マスキング液を作
製した。
【０１４３】
　（３）マスキング液のパターニング
　インクジェット装置（ＪＥインターナショナル株式会社製ｊｅｔｏｎ）のインクジェッ
トヘッドから溶融状態のマスキング液（１２０℃）を、ポリイミドフィルム上に厚さ０．
５ｍｍの銅層を有する基板上に、基板をヒートブロックを用いて４０℃に保持しながら滴
下し、選択的に印刷した。これにより基板上に１５μｍの厚さのマスク層（マスクパター
ン）を形成した。
【０１４４】
　（考察）
　実施例１－１～１－４で得たマスクパターンの光学顕微鏡写真をそれぞれ図５～図８に
示す。図５は実施例１－１で得たマスクパターンの写真である。図６は実施例１－２で得
たマスクパターンの光学顕微鏡写真であり、（Ａ）はエッジ部のマスクパターンの光学顕
微鏡写真であり、（Ｂ）はライン部のマスクパターンの光学顕微鏡写真である。図７は実
施例１－３で得たマスクパターンの光学顕微鏡写真である。図８は実施例１－４で得たマ
スクパターンの光学顕微鏡写真である。
【０１４５】
　図５～８から本発明に係るパラフィンを含むマスキング剤を用いてマスクパターンを形
成することができることがわかる。また、図７に示されるように、実施例１－３で得られ
たマスクパターンはドット形のマスキング剤（インク）から形成されており、インク間に
隙間（溝）が存在していることが確認される。これに対して、マスクパターンを厚く形成
した実施例１－１（図５）や、マスクパターンの形成後に基板を加熱した実施例１－２（
図６）や、マスキング液の塗布時に基板を加熱した実施例１－４（図８）で得られたマス
クパターンにおいては、マスキング剤のインク間に隙間（溝）は確認されなかった。特に
、マスクパターンの形成後に基板を加熱した実施例１－２（図６）や、マスキング液の塗
布時に基板を加熱した実施例１－４（図８）ではマスクパターンを薄く形成した場合であ
ってもファインエッジが形成されていることが確認される。
【０１４６】
　上記から、本発明に係るパラフィンを含むマスキング剤を用い、マスキング塗布時の基
板を加熱または保温する、または、マスキング液を塗布後にマスキング液が塗布された基
板を加熱するという簡便な方法により、マスクパターンを薄く形成した場合であってもイ
ンク間の空隙（隙間）が低減され、インクのドットピッチの解像度を有意に向上させると
ともにファインエッジを形成することができることが確認される。
【０１４７】
　［実施例２－１：表面処理基材の製造(エッチング処理)］
　（１）マスキング剤の作製
　実施例１－１と同様に、マスキング剤を作製した。
【０１４８】
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　（２）マスキング液の作製
　次いで、実施例１－１と同様に、マスキング液を作製した。
【０１４９】
　（３）マスキング剤の作製、マスキング液の作製、およびマスキング液のパターニング
　実施例１－１と同様の方法で、マスキング液のパターニングを行い、基板上にマスク層
（マスクパターン）を形成した。
【０１５０】
　（４）エッチング処理
　得られたマスクパターンを有する基板を５０℃の下記塩化第二銅液に１０分間浸漬した
。
【０１５１】
　（塩化第二銅液）
・　比重　　　：　１．３５４　
・　塩酸濃度　：　１．６Ｎ　
・　温度　　　：　５０℃　
・　圧力　　　：　２ｋｇｆ／ｃｍ２　
・２価銅濃度　：　２００ｇ／Ｌ　
・１価銅濃度　：　０．５ｇ／Ｌ以下
 
浸漬後の基板を観察したところ、マスクパターンの剥離や溶解等はなく、当該マスキング
剤が酸性溶液に対して耐性を有することが確認された。また、マスクパターンの非形成部
（銅露出部）の銅はエッチングされて溶解していた。
【０１５２】
　（５）マスキング剤の除去・回収
　その後、５℃の純水（ｐＨ＝６～７）が貯溜された水槽内で基板を５分間超音波洗浄し
、マスクパターンを構成するマスキング剤を除去した。これにより、銅のパターンを有す
る表面処理基板が得られた。
【０１５３】
　洗浄後、除去されたマスキング剤は純水中に浮遊していた。浮遊したマスキング剤を回
収し、乾燥させた。この回収したマスキング剤を１４０℃に加熱して溶融し、マスキング
剤を再生した。当該再生マスキング剤はそのまま再利用可能である。
【０１５４】
　［実施例２－２：表面処理基材の製造(めっき処理)］
　（１）マスキング剤の作製
　実施例１－１と同様に、マスキング剤を作製した。
【０１５５】
　（２）マスキング液の作製
　次いで、実施例１－１と同様に、マスキング液を作製した。
【０１５６】
　（３）マスキング液のパターニング
　インクジェット装置（ＪＥインターナショナル株式会社製ｊｅｔｏｎ）のインクジェッ
トヘッドから溶融状態のマスキング液（１２０℃）を、基板としてのコネクタフレーム（
基板の構成：銅板上に厚み５μｍ～１０μｍのエッチング及びプレス成型による金属パタ
ーンが形成されたもの）上に、基板を２５℃に保持しながら滴下し、選択的に印刷した。
これにより基板上に３０μｍの厚さのマスクパターンを形成した。
【０１５７】
　（４）めっき処理
　上記でマスクパターンを形成した基板を６５℃のめっき液（ｐＨ＝４、下記表に示す酸
性金めっき溶液）中に１時間浸漬し、０．２～１μｍの厚さの１４Ｋ金メッキ層を形成し
た。
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【表１】

【０１５９】
　（５）マスキング剤の除去・回収
　その後、５℃の純水（ｐＨ＝６～７）が貯溜された水槽内で基板を５分間超音波洗浄し
、マスクパターンを構成するマスキング剤を除去した。これにより、めっきパターンを有
する表面処理基板が得られた。
【０１６０】
　洗浄後、除去されたマスキング剤は純水中に浮遊していた。浮遊したマスキング剤を回
収し、乾燥させた。この回収したマスキング剤を１４０℃に加熱して溶融し、マスキング
剤を再生した。当該再生マスキング剤はそのまま再利用可能である。
【符号の説明】
【０１６１】
２０　４０、表面処理基材、
２１、４１　基板、
２２、４２　マスクパターン、
２３、４３　金属層。
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